
R5.10.1 改正版

 ※　代金の一部支払の方法は中間

 　前金払の選択を推奨します。

 　→［中間前払金］欄の「有」を

 　　○で囲んでください。

（請負代金額の40％以内）

 NO

 ※　既に部分払を請求している

 　場合は変更できません。

・中間前金払・部分払の選択変更申請書

・契約変更書＋支払条件の変更について

①工期の２分の１を経過。

・中間前金払認定請求書 ②工程表により工期の２分の１を

・工事履行報告書 　経過するまでに実施すべきもの

例月の報告と確認がなされ 　とされている当該工事に係る作

ていなかった場合のみ、概 　業が行われていること。

算出来高金額及び数量を記 ③既に行われた当該工事に係る作

入した積算内訳書を添付 　業に要する経費が請負代金額の

　２分の１以上の額に相当するも

　のであること。

・中間前金払認定調書

（請負代金額の20％以内）

・請求書

・中間前払金保証証書

　（電子保証の場合は、保証証書の提出に代えて

　　保証契約番号と認証キーを電子メールで送信）
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